
任期付職員（育児休業職員の代替職員）募集のお知らせ  
 
　長崎地方検察庁では、下記のとおり、任期付職員を募集します。 
 

記 
１　仕事の内容 

 一般行政事務（各種データ入力、資料整理、電話対応等） 
２　雇用期間 

 令和８年４月１日から同年６月３０日まで 
 令和８年７月１日から令和９年３月３１日まで 

 ※ 任期については、職員の育児休業に係る子の出生予定日等を基準としているため、
始期・終期が若干前後する可能性があります。 

３　募集人員 
  前記２ 、 について、各１名 
４　必要な経験、資格等 
  高卒以上、基本的なパソコン操作ができる方（ワード、エクセル等） 
 ※ なお、以下に該当する方は応募できません。 
    日本国籍を有しない者 
     国家公務員法第３８条の規定により国家公務員となることができない者 
      ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者又はその刑の執行猶予の

期間中の者 
   イ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過し

ない者 
   ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 
  (3) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原

因とするもの以外） 
５　勤務地 
  長崎地方検察庁（所在地：長崎市万才町９－３３） 
６　条件等 
   勤務時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間６０分を含む） 
    休日

土、日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 
   賃金 
   月額 １９５，８００円以上（末日締め、翌月１６日支払） 
   ※給与は、規程に基づき、職務経験等を考慮して決定の上、支給します。 
   ※賞与は、在籍期間に応じての支給となります。 
   交通費 
   実費支給（上限有り） 
   加入保険 
   国家公務員共済組合に加入 

  その他条件等の詳細については、ハローワークに掲示している求人情報を確認してく



ださい。 
７　選考日程 
　　受付期間 令和８年２月２０日（金）から同年３月５日（木）午後５時１５分まで 
  第１次選考合格発表 令和８年３月１０日（火） 
            ※合格者のみに通知します。 
  第２次選考     令和８年３月１６日（月） 
  最終合格発表    第２次選考時に合格発表日をお知らせします。 
            ※合格者のみに通知します。 
８　選考方法 
　 　第１次選考  
  ・ 書類選考（経歴評定） 
  ・ 作文試験（別紙様式により作成） 
   第２次選考 
  ・ 面接試験 
    ※第２次選考は長崎地方検察庁で行います。 
９　応募方法 
　　下記必要書類を、令和８年３月５日（木）午後５時１５分までに、電子メールにて送付

してください。 
  その際、電子メール本文に、希望する雇用期間について、「雇用期間 、 両方希望」、

「雇用期間 のみ希望」などと記載してください。 
  送付先メールアドレス：ppo37-saiyo.sph@i.kensatsu.go.jp 
  なお、電子メールを使用することができない場合には、下記１２記載の問合せ先まで御

連絡ください。 
  【必要書類】 
   ①履歴書（写真貼付） 
   ②職務経歴書 
   ③作文（別紙様式により作成） 
  なお、応募状況により、早めに募集を締め切ることがあります。 
10　個人情報の取扱い 
　　応募の秘密については、厳守します。また、不合格者に対する応募書類（紙媒体で提出

を受けた場合に限る）の返却は、各合格発表日以降に郵送にて行います。 
11　その他 
　　採用内定者に選考された場合、最終学歴等の卒業（修了）証明書、在籍した企業等発行

の在職証明書等を速やかに提出していただきます。 
12　問合せ先・連絡先 
  〒８５０－８５６０ 長崎市万才町９－３３ 
   長崎地方検察庁事務局総務課人事係（担当：山下） 
    電話 ０９５－８２２－４２６０（直通） 




